
      平成２７年４月７日 

 
原子力規制庁 
原子力災害対策・核物質防護課 
課長  荒木 真一 殿 

 
   
 
                国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
                 原子力科学研究所 
                   所長   湊  和生 

 
 
 
「原子力科学研究所原子力事業者防災業務計画」の読み替えについて（連絡） 

 
 
 平成２７年３月２６日付けで提出しました「独立行政法人日本原子力研究開

発機構原子力科学研究所原子力事業者防災業務計画」につきまして、平成２６

年６月１３日付け独立行政法人通則法等の改正施行による法人名称変更、平成

２７年４月１日付け所轄警察署の変更及び人事異動に伴い、今後、添付資料の

とおり読み替えて防災業務を遂行しますので、連絡いたします。 

 
 
添付資料 
 ・「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所原子力事業者

防災業務計画」読み替え表 

 
以 上 
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読み替え前（平成 27 年 3 月 26 日修正版） 読み替え後（平成 27 年 4 月 1 日から適用） 理 由 

 
 

独立行政法人日本原子力研究開発機構

原 子 力 科 学 研 究 所 

原子力事業者防災業務計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年３月 

 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

 
  

 

 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原 子 力 科 学 研 究 所 

原子力事業者防災業務計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年４月１日 

(平成 27 年 4月 1日読み替え) 

国 立 研 究 開 発 法 人 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 

原子力科学研究所 

 
 

 

 
 
 
法人名称変更に伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法人名称変更に伴う読み

替え日の追記 

 
法人名称変更に伴う修正 
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読み替え前（平成 27 年 3 月 26 日修正版） 読み替え後（平成 27 年 4 月 1 日から適用） 理 由 

第１章  総  則 

 

第１節 原子力事業者防災業務計画の目的 

 
この原子力事業者防災業務計画（以下「この計画」という。）は、原子力災害対策特別措置法

（平成 11 年法律第 156 号。以下「原災法」という。）第７条第１項の規定に基づき、独立行政法

人 日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。） 原子力科学研究所のうち、原災法第２条

第３号に該当する原子炉施設、核燃料物質使用施設等及び廃棄物埋設施設における原子力災害事

前対策、緊急事態応急対策、原子力災害中長期対策の実施等について定め、原子力災害の発生予

防に関し万全の措置を講じるとともに、原子力災害の拡大防止及び原子力災害の復旧に関し、円

滑かつ適切な遂行を図ることを目的とする。 

別表－１に原災法に係る対象施設を示す。 

  

 

（第２節から第５節まで変更なし） 

 

 

（第２章から第５章まで変更なし） 

 

 

（別図-１(1)、別図-1(2)変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章  総  則 

 

第１節 原子力事業者防災業務計画の目的 

 
この原子力事業者防災業務計画（以下「この計画」という。）は、原子力災害対策特別措置法

（平成 11 年法律第 156 号。以下「原災法」という。）第７条第１項の規定に基づき、国立研究開

発法人 日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。） 原子力科学研究所のうち、原災法第

２条第３号に該当する原子炉施設、核燃料物質使用施設等及び廃棄物埋設施設における原子力災

害事前対策、緊急事態応急対策、原子力災害中長期対策の実施等について定め、原子力災害の発

生予防に関し万全の措置を講じるとともに、原子力災害の拡大防止及び原子力災害の復旧に関し、

円滑かつ適切な遂行を図ることを目的とする。 

別表－１に原災法に係る対象施設を示す。 

  

 

（第２節から第５節まで変更なし） 

 

 

（第２章から第５章まで変更なし） 

 

 

（別図-１(1)、別図-1(2)変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
法人名称変更に伴う修正 
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読み替え前（平成 27 年 3 月 26 日修正版） 読み替え後（平成 27 年 4 月 1 日から適用） 理 由 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊設置：設置されている場合 
＊外運：事業所外運搬の場合 
 
 

別図－２(1) 原子力科学研究所外通報連絡系統 

 

現地対策本部 

 
         (FAX、電話) 

区   分 関  係  機  関

官庁関係 内閣府（内閣総理大臣）  
内閣官房（内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付）  
内閣官房（内閣情報集約センター）  
内閣府 政策統括官(原子力防災担当)付参事官(総括担当)付  
原子力規制庁（原子力災害対策・核物質防護課）  
原子力規制庁 東海・大洗原子力規制事務所  

国土交通省 (海事局検査測度課：海上輸送の場合） 
      (自動車局環境政策課：陸上輸送の場合） 

＊外運 
＊外運 

現地事故対策連絡会議及び原子力災害合同対策協議会 ＊設置 

関係省庁事故対策連絡会議及び原子力災害対策（警戒）本部 ＊設置 

原子力防災専門官  
原子力緊急時支援・研修センター  
水戸労働基準監督署  
ひたちなか・東海広域事務組合消防本部  
茨城県警察本部  
茨城県防災・危機管理課   
茨城県ひたちなか西警察署  
第三管区海上保安本部茨城海上保安部  
日立市消防本部  
特定事象が発生した場所を管轄する警察機関、消防機関 
及び海上保安部署 

＊外運 

地
方
自
治
体 
 

県 茨城県原子力安全対策課  
所在 東海村防災原子力安全課  
隣接 ひたちなか市  

那珂市  
日立市  
常陸太田市  

隣々接 水戸市  
城里町  
大洗町  
常陸大宮市  

 その他 特定事象が発生した場所を管轄する都道府県及び市町村 ＊外運 

その他関係
機関 

茨城沿海地区漁業協同組合連合会  
久慈町漁業協同組合  
久慈浜丸小漁業協同組合  
磯崎漁業協同組合  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊設置：設置されている場合 
＊外運：事業所外運搬の場合 
 
 

別図－２(1) 原子力科学研究所外通報連絡系統 

 

現地対策本部 

 
         (FAX、電話) 

区   分 関  係  機  関 
官庁関係 内閣府（内閣総理大臣）  

内閣官房（内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付）  
内閣官房（内閣情報集約センター）  
内閣府 政策統括官(原子力防災担当)付参事官(総括担当)付  
原子力規制庁（原子力災害対策・核物質防護課）  
原子力規制庁 東海・大洗原子力規制事務所  

国土交通省 (海事局検査測度課：海上輸送の場合） 
      (自動車局環境政策課：陸上輸送の場合） 

＊外運 
＊外運 

現地事故対策連絡会議及び原子力災害合同対策協議会 ＊設置 

関係省庁事故対策連絡会議及び原子力災害対策（警戒）本部 ＊設置 

原子力防災専門官  
原子力緊急時支援・研修センター  
水戸労働基準監督署  
ひたちなか・東海広域事務組合消防本部  
茨城県警察本部  
茨城県防災・危機管理課   
茨城県ひたちなか警察署  
第三管区海上保安本部茨城海上保安部  
日立市消防本部  
特定事象が発生した場所を管轄する警察機関、消防機関 
及び海上保安部署 

＊外運 

地
方
自
治
体
 

県 茨城県原子力安全対策課  
所在 東海村防災原子力安全課  
隣接 ひたちなか市  

那珂市  
日立市  
常陸太田市  

隣々接 水戸市  
城里町  
大洗町  
常陸大宮市  

その他 特定事象が発生した場所を管轄する都道府県及び市町村 ＊外運 

その他関係
機関 

茨城沿海地区漁業協同組合連合会  
久慈町漁業協同組合  
久慈浜丸小漁業協同組合  
磯崎漁業協同組合  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
所轄警察署の変更に伴う

修正 
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読み替え前（平成 27 年 3 月 26 日修正版） 読み替え後（平成 27 年 4 月 1 日から適用） 理 由 

 

（別図-２(2)から別図-５まで変更なし） 

 

（別表-１、別表-２変更なし） 

 

別表－３ 原子力防災管理者の代行順位 
 

副原子力防災管理者及び代行順位は、次のとおりとする。 

順 位 役  職  名 

1 副所長 

2 副所長 

3 副所長 

4 保安管理部長 

5 放射線管理部長 

6 研究炉加速器管理部長 

7 福島技術開発試験部長 

8 バックエンド技術部長 

9 工務技術部長 

10 保安管理部次長 

11 保安管理部次長 

12 研究炉加速器管理部次長 

 
 

（別表-４以降変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

（別図-２(2)から別図-５まで変更なし） 

 

（別表-１、別表-２変更なし） 

 
別表－３ 原子力防災管理者の代行順位 
 

副原子力防災管理者及び代行順位は、次のとおりとする。 

順 位 役  職  名 

1 副所長 

2 副所長 

3 副所長兼バックエンド技術部長 

4 保安管理部長 

5 放射線管理部長 

6 研究炉加速器管理部長 

7 福島技術開発試験部長 

8 工務技術部長 

9 保安管理部次長 

10 保安管理部次長 

11 研究炉加速器管理部次長 

12 バックエンド技術部次長 

 
 
（別表-４以降変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
人事異動に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 
人事異動に伴う変更 

以下、順位繰り上げ 

 

 

 

 

 
人事異動に伴う変更 
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